
提

出

者

赤

嶺

政

賢

平
成
十
七
年
十
月
二
十
一
日
提
出

質

問

第

二

四

号

在
日
米
軍
基
地
の
駐
留
軍
労
働
者
の
ア
ス
ベ
ス
ト
（
石
綿
）
に
よ
る
健
康
被
害
実
態
調
査
等
に
関
す
る
質
問
主

意
書

24



在
日
米
軍
基
地
の
駐
留
軍
労
働
者
の
ア
ス
ベ
ス
ト
（
石
綿
）
に
よ
る
健
康
被
害
実
態
調
査
等
に
関
す
る
質
問
主

意
書

ア
ス
ベ
ス
ト
が
原
因
で
発
症
す
る
可
能
性
の
あ
る
肺
が
ん
や
中
皮
腫
な
ど
で
死
亡
し
た
企
業
の
従
業
員
や
周
辺
住
民
の
健
康

被
害
が
次
々
と
明
る
み
に
出
さ
れ
て
被
害
実
態
が
拡
大
さ
れ
て
い
る
。

被
害
は
、
ア
ス
ベ
ス
ト
製
品
製
造
メ
ー
カ
ー
に
止
ま
ら
ず
、
建
設
、
造
船
業
界
な
ど
ア
ス
ベ
ス
ト
製
品
を
使
用
し
て
い
た
企

業
に
お
い
て
も
被
害
が
生
じ
て
い
る
。

政
府
は
、
こ
う
し
た
事
態
を
受
け
、
業
界
団
体
、
地
方
自
治
体
等
の
協
力
の
も
と
に
、
ア
ス
ベ
ス
ト
健
康
被
害
状
況
の
実
態

把
握
と
当
面
の
対
応
に
つ
い
て
検
討
を
始
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

欧
米
諸
国
が
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
、
ア
ス
ベ
ス
ト
に
関
す
る
法
規
制
を
行
っ
て
き
た
の
に
対
し
て
、
日
本
政
府
は
、
法
規

制
を
含
め
た
適
切
な
対
応
を
怠
っ
て
き
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
招
い
た
原
因
が
あ
る
と
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

政
府
の
責
任
は
重
大
で
あ
る
。

在
日
米
軍
基
地
で
働
い
て
い
る
駐
留
軍
労
働
者
の
ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
健
康
被
害
も
明
る
み
に
出
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

十
月
十
三
日
、
那
覇
労
働
基
準
監
督
署
に
、
在
沖
米
軍
基
地
キ
ャ
ン
プ
・
キ
ン
ザ
ー
（
以
下
「
キ
ャ
ン
プ
・
キ
ン
ザ
ー
」
と

一



い
う
。
）
で
働
い
て
い
た
元
駐
留
軍
労
働
者
（
肺
が
ん
で
死
亡
）
の
遺
族
は
、
死
亡
原
因
が
ア
ス
ベ
ス
ト
に
あ
る
と
し
て
労
災

認
定
の
申
請
を
行
っ
た
。

社
団
法
人
神
奈
川
労
災
職
業
病
セ
ン
タ
ー
（
横
浜
市
鶴
見
区
豊
岡
町
）
は
、
米
海
軍
横
須
賀
基
地
で
働
い
て
い
た
駐
留
軍
労

働
者
の
ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
健
康
被
害
は
、
一
九
九
九
年
以
降
、
九
八
人
、
こ
の
う
ち
一
一
人
が
肺
が
ん
、
中
皮
腫
で
二
人
が

亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
公
表
し
て
い
る
。

在
日
米
軍
基
地
で
働
い
て
い
る
駐
留
軍
労
働
者
は
も
と
よ
り
退
職
さ
れ
た
労
働
者
の
中
に
は
、
ア
ス
ベ
ス
ト
が
原
因
で
発
症

す
る
肺
が
ん
、
中
皮
腫
な
ど
の
健
康
被
害
者
が
、
表
面
化
し
て
い
な
い
も
の
の
、
多
く
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。在

日
米
軍
基
地
に
お
け
る
駐
留
軍
労
働
者
の
ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
健
康
被
害
の
実
態
調
査
と
曝
露
防
止
・
安
全
対
策
は
緊
急

を
要
す
る
と
考
え
る
。

従
っ
て
、
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

在
日
米
軍
基
地
の
駐
留
軍
労
働
者
の
ア
ス
ベ
ス
ト
健
康
被
害
の
実
態
の
調
査
に
つ
い
て

�

防
衛
施
設
庁
は
、
駐
留
軍
労
働
者
に
対
し
て
は
、
毎
年
、
労
働
安
全
衛
生
法
等
に
よ
る
健
康
診
断
を
実
施
し
、
八
月
五

二



日
に
は
、
防
衛
施
設
庁
、
防
衛
施
設
局
、
防
衛
施
設
事
務
所
に
「
健
康
相
談
窓
口
」
を
開
設
し
た
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
、

ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
健
康
被
害
を
確
認
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。

そ
こ
で
十
月
現
在
の
時
点
で
、
確
認
さ
れ
た
ケ
ー
ス
が
あ
れ
ば
、
そ
の
件
数
と
概
要
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
防
衛
施
設
庁
の
み
な
ら
ず
、
他
の
行
政
機
関
、
地
方
公
共
団
体
、
民
間
の
機
関
等
が
把
握
し
て
い
る
駐
留
軍
労

働
者
の
健
康
被
害
に
つ
い
て
掌
握
し
て
い
た
ら
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

毎
年
、
ど
の
よ
う
な
健
康
診
断
を
行
っ
て
い
る
の
か
、
そ
の
内
容
を
伺
い
た
い
。

�

ア
ス
ベ
ス
ト
を
原
因
と
す
る
疾
患
か
ど
う
か
は
、
健
康
診
断
に
よ
る
Ｘ
線
撮
影
だ
け
で
は
難
し
い
と
さ
れ
て
お
り
、
Ｃ

Ｔ
ス
キ
ャ
ン
等
に
よ
る
判
断
を
求
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
疾
患
は
、
医
学
的
専
門

的
な
知
見
を
持
っ
た
医
師
の
判
断
が
必
要
だ
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

防
衛
施
設
庁
が
実
施
し
て
い
る
健
康
診
断
で
、
一
定
の
所
見
、
す
な
わ
ち
石
綿
に
よ
る
不
整
形
陰
影
、
胸
膜
肥
厚
斑
等

や
ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
疾
患
の
発
症
に
つ
い
て
、
適
確
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
ど
う
か
伺
い
た
い
。

�

「
健
康
相
談
窓
口
」
に
、
相
談
に
こ
ら
れ
た
駐
留
軍
労
働
者
六
二
件
の
う
ち
、
「
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
へ
の
不
安
に

関
す
る
」
相
談
者
に
つ
い
て
、
ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
健
康
被
害
で
な
い
と
判
断
し
た
根
拠
と
理
由
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ

三



れ
た
い
。

�

退
職
さ
れ
た
駐
留
軍
労
働
者
の
中
に
は
、
す
で
に
亡
く
な
ら
れ
た
方
が
お
ら
れ
る
と
思
う
の
で
、
「
健
康
相
談
窓
口
」

に
よ
る
だ
け
で
な
く
、
防
衛
施
設
庁
と
し
て
も
、
駐
留
軍
労
働
者
の
退
職
者
名
簿
等
に
基
づ
き
追
跡
調
査
を
す
る
な
ど
、

健
康
被
害
の
実
態
調
査
の
た
め
に
積
極
的
な
対
策
を
講
ず
る
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

�

防
衛
施
設
庁
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
駐
留
軍
労
働
者
の
「
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
を
確
認
し
て
い
な
い
」
と
し
て
い

る
。
し
か
し
、
本
年
七
月
に
は
、
社
団
法
人
神
奈
川
労
災
職
業
病
セ
ン
タ
ー
は
、
米
海
軍
横
須
賀
基
地
で
働
く
駐
留
軍
労

働
者
の
ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
健
康
被
害
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
承
知
し
て
い
る
の
か
。

同
セ
ン
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
被
害
は
、
一
九
九
〇
年
以
降
、
九
八
人
に
上
り
、
肺
が
ん
二
三
人
、
中

皮
腫
二
人
、
石
綿
肺
（
最
重
症
）
七
人
、
石
綿
肺
と
合
併
し
た
続
発
性
気
管
支
炎
六
六
人
、
こ
の
う
ち
一
四
人
が
肺
が

ん
、
二
名
が
中
皮
腫
で
亡
く
な
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
防
衛
施
設
庁
は
、
ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
駐
留
軍
労
働
者
の
健
康
被
害
と
見
な
し
て
い
る
の
か
、

当
然
の
こ
と
と
し
て
確
認
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

�

防
衛
庁
は
、
七
月
二
十
六
日
に
米
海
軍
横
須
賀
基
地
で
働
い
て
い
た
駐
留
軍
労
働
者
四
六
人
に
対
し
て
、
ア
ス
ベ
ス
ト

四



が
原
因
に
よ
る
疾
患
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
補
償
並
び
に
補
償
的
措
置
を
講
じ
た
と
聞
い
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
労
働
者
は
横
須
賀
基
地
で
、
艦
船
の
修
理
等
の
際
、
断
熱
材
に
含
ま
れ
た
石
綿
を
吸
い
込
み
、
じ
ん
肺
に

な
っ
た
と
し
て
訴
訟
を
起
こ
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
訴
訟
経
過
と
結
果
及
び
補
償
措
置
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

ま
た
、
こ
の
補
償
に
つ
い
て
は
、
米
側
の
責
任
に
お
い
て
支
払
い
が
な
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
、
そ
れ
と
も
日
本
側
の
責

任
で
な
さ
れ
た
の
か
。
そ
の
支
払
い
の
法
的
根
拠
と
理
由
を
明
確
に
さ
れ
た
い
。

こ
の
件
は
、
駐
留
軍
労
働
者
の
ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
健
康
被
害
に
は
該
当
し
な
い
の
か
。

�

那
覇
労
働
基
準
監
督
署
に
、
キ
ャ
ン
プ
・
キ
ン
ザ
ー
で
働
い
て
い
た
元
駐
留
軍
労
働
者
（
肺
が
ん
で
死
亡
）
の
遺
族

が
、
ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
原
因
で
亡
く
な
っ
た
と
し
て
、
労
災
認
定
の
申
請
を
行
っ
た
。

こ
の
方
は
、
一
九
五
〇
年
代
か
ら
那
覇
基
地
な
ど
で
勤
務
し
、
一
九
八
二
年
か
ら
一
九
九
八
年
の
退
職
ま
で
キ
ャ
ン

プ
・
キ
ン
ザ
ー
で
、
ボ
イ
ラ
ー
補
修
な
ど
で
石
綿
の
取
扱
作
業
に
従
事
し
た
と
い
う
。

医
師
は
、
Ｃ
Ｔ
画
像
を
分
析
し
「
石
綿
を
吸
い
込
ん
だ
こ
と
を
示
す
胸
膜
肥
厚
斑
あ
り
」
、
「
ア
ス
ベ
ス
ト
が
原
因
に

よ
る
可
能
性
の
強
い
」
と
の
見
方
を
示
し
て
い
る
が
、
防
衛
施
設
庁
の
認
識
を
伺
い
た
い
。

二

在
日
米
軍
基
地
に
お
け
る
施
設
等
の
ア
ス
ベ
ス
ト
の
使
用
状
況
の
把
握
に
つ
い
て

五



�

在
日
米
軍
基
地
施
設
等
の
ア
ス
ベ
ス
ト
の
使
用
状
況
に
つ
い
て
、
駐
留
軍
労
働
者
は
も
と
よ
り
基
地
周
辺
の
住
民
へ
の

曝
露
防
止
・
安
全
対
策
の
た
め
に
、
政
府
と
し
て
把
握
す
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

�

防
衛
施
設
庁
が
、
「
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
防
止
に
係
る
協
力
を
必
要
に
応
じ
て
（
米
側
に
）
要
請
す
る
」
と
し
て

い
る
の
は
問
題
で
あ
る
。

政
府
は
、
在
日
米
軍
施
設
の
ど
こ
に
ア
ス
ベ
ス
ト
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
か
を
把
握
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
判
断
な

の
か
、
そ
の
理
由
と
根
拠
を
伺
い
た
い
。

�

日
米
合
同
委
員
会
の
下
に
あ
る
環
境
分
科
委
員
会
に
お
い
て
は
、
駐
留
軍
労
働
者
の
健
康
被
害
実
態
の
調
査
及
び
基
地

施
設
の
ア
ス
ベ
ス
ト
使
用
状
況
の
把
握
に
つ
い
て
議
題
と
さ
れ
た
こ
と
は
あ
る
の
か
。

�

在
日
米
軍
基
地
に
お
け
る
環
境
保
全
等
は
、
米
国
防
総
省
の
「
日
本
環
境
管
理
基
準
」
に
基
づ
く
と
さ
れ
て
い
る
。
ア

ス
ベ
ス
ト
を
使
用
し
て
い
る
施
設
の
管
理
、
新
た
な
施
設
の
ア
ス
ベ
ス
ト
の
使
用
の
禁
止
、
施
設
の
改
築
・
解
体
、
施
設

の
除
去
又
は
撹
乱
、
ア
ス
ベ
ス
ト
の
廃
棄
物
の
廃
棄
処
分
は
、
ど
の
よ
う
な
基
準
と
手
順
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
か
、
そ
の
概
要
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

六


